
119,595 千円

3,186,506 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

425,243 269,628 0 0 7,298 148,317

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

169,852 919 0 269 7,910 160,754

児童福祉事業
（子育て支援事業）

1,336,471 145,367 0 164,433 48,150 978,521

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

381 28 0 0 17 336

その他 109,592 1,843 0 111 5,048 102,590

小　計 2,041,539 417,785 0 164,813 68,423 1,390,518

国民健康保険事業
（繰出金）

87,089 37,172 0 0 2,341 47,576

介護保険事業
（繰出金）

193,660 0 0 0 9,082 184,578

後期高齢者医療事業
（繰出金）

92,906 11,484 0 0 3,819 77,603

その他 46,886 0 0 0 2,199 44,687

小　計 420,541 48,656 0 0 17,441 354,444

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

501,300 3,467 0 1,350 23,284 473,199

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

35,225 74 0 0 1,649 33,502

健康増進事業
（がん検診事業等）

159,478 291 0 0 7,466 151,721

新型コロナウイルス感染症対策事
業

27,847 0 0 0 1,306 26,541

その他 576 0 0 0 26 550

小　計 724,426 3,832 0 1,350 33,731 685,513

3,186,506 470,273 0 166,163 119,595 2,430,475

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

合　　計

社会福祉

社会保険

その他

分　類 事　業　名
令和２年度
決算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債 その他

保健衛生

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

　平成26年４月より消費税率が５％から８％へ、また、令和元年10月からは10％へ段階的に引き上げられたことに伴い、地方消費
税交付金の増収分（社会保障財源化分）については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされていま
す。

　六ヶ所村の令和２年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。


